第七回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

障害者施策の予算確保に向けた課題等

○障害者予算の意義について

１．日本の障害者関係の公的支出（対GDP比）がOECD諸国の中でも低水準であるというデータもあることを踏まえて、障害者施策に財政を投入することの社会的意義や経済的効果についてご意見を賜りたい。

周知の通り、1981年の国際障害者年の行動計画では「障害者を締め出す社会は弱くもろい社会」であるとの指摘がなされた。

以降も、「障害者は高齢化社会の水先案内人」、「障害者問題は、その社会の豊かさのバロメーター」といったように、障害者の権利に関わる問題への取り組みは、（障害者のみならず）社会全体の豊かさや安心に大きく関係するとの提起がなされてきた。また、ユニバーサルデザインの理念やそれに基づく取り組みも広がってきている。

障害者権利条約の原則であるインクルージョンは、障害者をはじめ、誰も排除しない・されない社会を構築していくことを、私たちに要請している。

ある意味、障害者問題への取り組みの社会的意義は、すでに確認されてきているといってよい。

また、障害者は福祉サービス等の消費者としての雇用創出への関わりを持つことをはじめ、交通機関や建物・まちづくりのバリアフリー投資、そして、賃金補てん制度も含めた障害者の労働政策の展開は労働者全体の「処遇改善」－権利確立等にもつながっていくといえる。

障害者施策は、狭義の意味での福祉施策のみならず、労働、教育、まちづくりといった様々な分野に関連しており、そのもたらす効果は、本来大きいことを認識しておく必要がある。

　しかし、にもかかわらず、政治の立場から、障害者分野への取り組みは大きく遅れてきたと言わざるを得ない。そのことが、設問にある、「ＯＥＣＤ諸国の中でも低水準（最低水準）の障害者関係の公的支出」という結果をもたらしてきた。

この間、日本では、格差社会とセイフティネットの危機が大きな問題となっている。日本の社会保障制度は、企業と家族が代替・補完してきたのが大きな特徴として言われてきた。しかし、障害者は若年期の段階で雇用からも排除され、介護の期間も時には数十年に及ぶ。その意味では、日本の障害者の人権問題の深刻さには、元々、企業や家族によってカバーされ得ないという事情があったとも言える。現在の社会状況を先取りしたような形で、障害者問題は日本社会の矛盾を照らしている。

　今、新しい排除が生み出されるのか、それとも障害者も含む全ての人がインクルージョンされる社会に進んでいくのかが問われている。

全ての人々がインクルージョンされる社会に、日本社会が歩みだしていくためにも、障害者予算の大幅アップの意義・必要性を認識して、国政で取り組んでもらうことを、強く求めたい。

　

２．財政措置の水準は広い国民的な合意・理解・支援があるかどうかによって左右されるといわれ、国でも自治体でも障害者施策への予算配分の強化には国民の障害者理解の程度が大きな意味を持つ。この点で、障害者理解を広げ高める取り組みの改善についてどう考えるか、ご意見を賜りたい。

　まず、第一に、設問１にあった「OECD加盟諸国の中に最低水準の障害者予算」ということについて、政府として確認をする必要がある。

　今までも色々なところで、日本の障害者関連予算の低さが指摘されてきたが、これまで政府は様々な理由をあげて、その事実を認めてこなかった。

　一方、この障害者制度改革推進会議設置の元になった、民主党の障がい者政策ＰＴ報告書では、「諸外国との比較において、GDP比で低い社会支出（北欧諸国の約１／６、イギリスの約１／３、アメリカの約１／２、OECD調査による）」と、日本の障害者予算がきわめて低い水準にあることを認めている。

　そして、その事実認識に立った上で、「改革17項目」の、その１５として、「その１５ 障がい関係予算に数値目標を定めます。

わが国における障がい者に係る予算は、諸外国との比較において、GDP比で低い社会支出と国民負担率となっているため、立ち遅れている社会的地域基盤の整備と経済的自立を促進し、障がい者福祉施策を推進するため、施策項目と達成期間等を定めた総合的な福祉計画と財政的な数値目標を定める」としている。

　政権として、こうした事実認識と、今後の障害者関係予算への政府一体となった取り組み姿勢を確認して、市民にアピールすることが、ぜひとも必要である。その点から、中間報告がまとまった段階で、その内容を元にして、今後の障害者制度改革への取り組み方針を閣議決定して、広く市民に示してほしい。

　第二に、障害者問題を身近な、市民全体の問題として、その認識を広げていくためにも、子どもの時から地域で分けられずに育ち、インクルーシブな教育制度のもと、共に学び、そして、共に生き、働くといった政策に転換していくことが必要である。

設問にある「障害者理解」という表現に見られるように、これまで障害者は理解される客体として見なされてきた。しかし、それは障害者を社会全体と切り離された集団として取り扱う制度・仕組みが、暗黙の前提となっている。

　当推進会議で教育の項目を検討した際にも指摘したが、現行の障害者基本法・第14条３項の「交流及び共同学習を進める」としている規定で、「交流」とは障害のある子とない子を分けることが前提となっているからこそ生じる記述である。

障害のある者とない者を分けないことを原則とした政策への転換こそ、理解を広げていく意味でも求められている。

第三に、障害者権利条約が提起している社会モデルへの転換を、社会全体の認識として広めていくための研修プログラムの開発や、広報を進めていくことが必要である。

　以上、提起してきたことを進めていく第一歩として、当・推進会議で中間報告などがまとまった段階で、ぜひ、全国各地で、タウンミーティングを展開することを提案したい。障害者制度改革推進本部・推進会議・推進室のメンバーが、自ら赴き、障害者や関係者はもちろん広く市民が参画する中、意見交換を重ねる形で、今後の障害者制度改革を共に考える機会をぜひ持ってもらいたい。

○国と地方の財政負担について
１．スウェーデンでは個人が福祉サービスを利用した場合の費用を一定額までは地方が負担し、それを超える場合は国が負担するという仕組みを導入することで、長時間介護が必要な場合も必要なだけの支援を受けることができるようにしている。わが国において、地域間格差があるという現状を改善する上で、障害者施策に関する国と地方の財政負担の在り方はどうあるべきか、ご意見を賜りたい。

　「障害者自立支援法」は、「在宅サービスも含めて義務的経費化する」ということをうたい文句に、導入された。しかし、実際には、国や都道府県が義務的に負担するのは、「障害程度区分ごとに決まる国庫負担基準の範囲内」に過ぎない。「自立支援法」第９４条・９５条）。

　そのために、国庫負担基準が、介護サービスの事実上の上限とされている自治体が多い。国庫負担基準を超えて、支給決定をしようとすると、自治体の財政力等で大きく左右されることになった。

　そうしたことをふまえるならば、まず、第一に、「国庫負担基準の範囲内での義務的経費化」ではなく、実際に自治体が介護サービス等に要した費用の国２分の１、都道府県４分の１を義務的に負担するという、正真正銘の義務的経費とすることが必要である。

第二に、正真正銘の義務的経費にしても、なおかつ、４分の１の負担が難しい市町村（人口規模や財政力）に対して、その負担を緩和して、全国どの地域でも必要な支援を得られるようにすることが必要である。

この部分は、特に、長時間介護を必要とする障害者がどの地域においても必要なサービスを確保していくために重要な課題である。

　設問のスウェーデンのように週20時間（月に100時間程度）以上の場合は、国全体の財源で賄う仕組みや、都道府県に調整基金を積んで調整をする方法等もあり得る。

具体的な方法はともあれ、障害者本人のニードに基づく協議・調整ができるように、国＋都道府県レベルで財源調整ができるような仕組みが、ぜひとも必要である。【尾上追加資料　説明図１】

○障害者施策の予算確保について
１．障害者施策の予算を確保するために、地域基盤整備の施策項目と達成期間を定めた総合的な福祉計画を、財源を明らかにした上で定めるべきという考え方について、ご意見を賜りたい。

　第一に、民主党・障がい者政策ＰＴ報告の「改革17項目」のその15を、政府として確認をし、実行していくことである。再度、その15を引用する。「その15 障がい関係予算に数値目標を定めます。

わが国における障がい者に係る予算は、諸外国との比較において、GDP比で低い社会支出と国民負担率となっているため、立ち遅れている社会的地域基盤の整備と経済的自立を促進し、障がい者福祉施策を推進するため、施策項目と達成期間等を定めた総合的な福祉計画と財政的な数値目標を定める」

　すでに、ここに、

・「国際比較において障がい者予算が低水準にとどまっている」という現状認識

・「立ち遅れている社会的地域基盤の整備と経済的自立を促進し、障がい者福祉施策を推進」とした今後の基本方針

・「施策項目と達成期間等を定めた総合的な福祉計画と財政的な数値目標を定める」とした、そのための方法が盛り込まれている。

　これを、政府方針として決定して、実行に移していくことが必要である。

第二に、その障害者予算全体の拡充という前提の上で、障害者権利条約第19条の「自立した生活及び地域社会へのインクルージョン」を進めていくためのサービス・財源構成に転換していくことが必要である。そのため地域基盤整備を重点的に行う、時限立法的な仕掛けを検討する必要がある。

施設と在宅という費目の仕分けで追いかけられる2003年からの支援費制度で「在宅サービスが急増」、「ニード爆発」と言われた、その後の2005年時点で、在宅サービスの占める割合は４分の1に過ぎない【尾上追加資料　説明図２　※2006年度以降は「自立支援法」のために在宅・施設の費目での分類データが入手できない】。

　障害者予算の総額が少ない上に、その中でも在宅サービス関連の予算はわずか４分の１という状態をそのままにして、障害者の地域で生活する権利の実現は困難である。

こうした施設中心の財源・サービス構成から、在宅・地域生活中心への構造転換が必要である。そのために、未整備が目立つ障害者介護等の地域生活支援に関するサービス基盤を重点的に整備していく時限立法と、国－自治体の一貫した整備・財源配分計画が必要である。

第三に、地域間格差の解消、施設から地域自立生活移行の推進のためにも、地域生活基盤整備の一方、脱施設化のための時限立法を設けて、順次、地域生活に移行する仕組みをつくる必要がある。
入所施設を中心に整備してきた自治体では、介護を必要とする障害者が地域で暮らす事例があまりなく、そのために在宅サービスの整備が進まず大きな地域格差になった。このことをふまえて、まずは、地域生活基盤を重点的に整備しつつ、脱施設化のための時限立法を設けて、順次、移行していく必要がある。

　支援費制度から「自立支援法」への転換を図る際に、当時の厚労省は、障害者ホームヘルプについて、「利用率の一番高い大阪と、一番少ない秋田では6倍以上もある」と、地域間格差をあげていた。しかし、問題は、その地域間格差が何故生じたかということである。

　一つは、高齢者の老人健康福祉計画は1993年に義務づけられたのに比べて、障害者分野では自治体レベルでのサービス基盤整備計画の義務づけはなかった。その意味で、地域生活基盤を整備するような方針をこれまで国は示してこなかった歴史のツケと言える。そのツケを解消するためにも、地域生活基盤の計画を重点的に行う必要がある。

　もう一つは、ホームヘルプの利用が低いと言われる秋田県は入所施設の整備は全国でトップレベルにある【尾上追加資料　説明図３】。そのため、一定の介護を要する状態の者が家族介護で支えられなくなると入所施設が当たり前で、そのために地域でホームヘルプを利用して生活する障害者がいない（おれない）ために、在宅サービスの利用が少ないということが、背景にある。こうしたことを考えれば、まずは、どの地域においても一定の地域生活支援サービスが得られるような地域基盤の整備を行いつつ、他方で、順次、入所施設から地域生活への移行を進めていく、脱施設化－地域移行の時限立法が求められる。

また、諸外国の事例をふまえれば、その脱施設化－地域移行計画の中には、現在入所施設等で支援にあたっている職員を再トレーニングした上での地域生活支援への転換等の職員の地域移行も含めることも必要になろう。そのことによって、脱施設化に対して、無用な反発や不安を取り除くことも可能となる。

○その他

障害者制度改革推進室がある内閣府の中に、地域主権戦略会議が設けられ検討が進められている。

その検討資料では、地方分権施策として地方自治体に義務化されている障害者自立支援法に定められている「障害福祉計画」について廃止または努力規定化が、方針として示されている。

しかし、まだまだ、総体としての量も、施設から地域へといった方向においてもきわめて大きな地域間格差がある現状のまま、単に「地方に任せればよい」という一般論での議論には大きな懸念を持つものである。また、相談支援の一般財源化（2003年）、「自立支援法」による地域生活支援事業（2006年）等の、地方自治体の裁量に任せてきた障害者施策は、きわめて大きな地域間格差をもたらしたという事実に対する総括がふまえられていないと言わざるを得ない。

しかも、今回の会議で「障害者施策の予算を確保するために、地域基盤整備の施策項目と達成期間を定めた総合的な福祉計画を、財源を明らかにした上で定めるべき」との論点が示された通り、現状の「障害者福祉計画」以上のバージョンアップが障害者制度改革上、重要な課題となってくる。

また、これ以外にも「障害者基本法」に基づく「障害者計画」及び「障害者雇用促進法」に基づく「障害者雇用」も同様に、地方自治体に対する現在の義務規定を廃止または努力規定に変更することも方針として示している。これらも、当推進会議で議論した障害者基本法の抜本改正等にかかわる事項である。

　当推進会議で議論している内容・方向で障害者制度改革を進めていくためには、国と地方の関係はきわめて重要なことがらである。当推進会議での議論内容を、地域主権戦略会議ではどう受け止めているのか確認をして頂きたい。また、今後、機会があるならば、ぜひ、関係者からのヒアリングをお願いしたい。
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